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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定

に伴う実施上の留意事項について 

 

沿革 

平成 18 年６月６日老計発第 0606001 号、老振発第 0606001 号、老老発第 0606001 号、６月

30 日老老発第 0630001 号、19 年３月 30 日老振発第 0330001 号、老老発第 0330001 号、20

年４月 10 日老老発第 0410001 号、７月 29 日老計発第 0729001 号、老振発第 0729001 号、

老老発第 0729001 号、９月１日老計発第 0901001 号、老振発第 0901001 号、老老発第

0901001 号、21 年３月６日老計発第 0306001 号、老振発第 0306001 号、老老発第 0306002

号、22 年３月 31 日老老発 0331 第１号、23 年８月 18 日老高発第 0818 第１号、老振発第

0818 第１号、老老発第 0818 第１号、24 年３月 16 日老高発 0316 第１号、老振発 0316 第１

号、老老発 0316 第５号、４月 27 日老介発 0427 第１号、老高発 0427 第１号、老振発 0427

第１号、老老発 0427 第１号、25 年３月 29 日老高発 0329 第２号、老振発 0329 第１号、老

老発 0329 第１号、27 年３月 27 日老介発 0327 第１号、老高発 0327 第１号、老振発 0327 第

１号、老老発 0327 第２号、５月 22 日老高発 0522 第１号、老振発 0522 第１号、老老発

0522 第１号、30 年３月 22 日老高発 0322 第２号、老振発 0322 第１号、老老発 0322 第３号、

３月 30 日老高発 0330 第６号、老振発 0330 第３号、老老発 0330 第２号、令和元年 8 月 13

日老推発 0813 第 1 号、老高発 0813 第 1 号、老振発 0813 第 1 号、老老発 0813 第 1 号、令和

３年３月 16 日老高発 0316 第３号、老認発 0316 第６号、老老発 0316 第５号改正 

 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

(１) 届出書類の受取り 

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごと

の１件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサ

ービス事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(２) 要件審査 



2 

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求める

こと。この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅くて

もおおむね１月以内とすること（相手方の補正に要する時間は除く。）。 

(３) 届出の受理 

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、

不受理として１件書類を返戻すること。 

(４) 国保連合会等への通知 

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体連合会（以下

「国保連合会」という。）に通知すること。 

(５) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）に

ついては、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者に対す

る周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月

から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとするこ

と。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護につ

いては、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月

（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定を開始するも

のとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前記に

かかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導に係るも

の、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについては、同年４月

１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

に係るものについては、同年４月１日までになされれば足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であることから、

月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則

として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り

計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要

介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更し
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た場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となっ

た場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を算定するものとす

る。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費（Ⅲ）を算定していた

場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合については、認定日以

降は介護予防訪問介護費（Ⅱ）を算定することとする。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者においても利

用料に係る情報として事業所内で掲示することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行

うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取

扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、

所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行う

こと。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算に

ついては、当該加算全体が無効となるものであること。当該届出に関してそれ

まで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当

然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を行

い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消し

をもって対処すること。 

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加

算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点

までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講

ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等

が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることと

する。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加

算等の算定を行わないものとする。また、この場合において、届出を行わず、当
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該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場

合には指定の取消しをもって対処すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所においては、

市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る利用者が支払っ

た利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して

返還すること。その場合、返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施

設において保存しておくこと。 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

(１) 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合

を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行

っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の

一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第73号）附則第12条に規定する

単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行うが、小

数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に満たない場合は、

１単位に切り上げて算定する。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基

本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数

値）である。 

(２) サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護費

を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域密着型介護

予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないもので

あること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある

場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防

サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させることは差し支えないも
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のであること。また、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介

護を受けている間については、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、

介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予

防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護

予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護又は

介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であること。 

(３) 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、

介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養

管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定できない。介護予防

訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービス

においても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）

に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正

でない。 

なお、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護予防

訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所

介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予

防サービス計画は適正ではない。 

(４) 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱いに

ついて 

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用することを原則

とする。 

(５) 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ

ンは、介護保険法（平成９年法律第123号）第８条の２の定義上、要支援者の

居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行われるもの

は算定できない。 

(６) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活
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用について」（平成５年 10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通

知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立

度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の

判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を

用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、介護予防サービス計画

又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書

とは、「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号

厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治

医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する

意見 (１)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」

欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、

最も新しい判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られ

ていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基

づき、認定調査員が記入した同通知中「２(４) 認定調査員」に規定する

「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生

活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

(７) 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとす

ること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措

置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の

短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」

という。）が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での

計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１と

して取り扱うことを可能とする。 
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② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤

の従業者が勤務すべき時間数（ 32時間を下回る場合は 32時間を基本とす

る。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児及

び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、

利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働

基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業、母性健康管理措置、

育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条第２号に規定する

介護休業、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法

第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定

する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間に

おいて、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を

常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能で

あることとする。 

(８) 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この(８)において「事業

者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行

うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法に

よること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存す

る方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 
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ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第293条第１項にお

いて電磁的記録により行うことができるとされているものに類するものは、

イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又

はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第49条の２第２項

から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意

思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確に

する観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活

用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６

月19日内閣府法務省経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定介護予防サービス基準第293条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまでに準

じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めが

あるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

③ その他 
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イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書につ

いては、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うもの

とすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月

19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることとし、変更の主な

方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、

事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求め

ないものとすること。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

(１) 看護、介護職員の取扱い 

介護予防訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員とし

て数えることができるものであること。例えば、派遣する３人の職員のうち２

人が看護職員であっても差し支えないこと。 

(２) 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取

扱い 

注２の場合に、介護予防訪問入浴介護の提供に当たる３人の職員のうち、看

護職員が含まれている場合であっても所定単位数に100分の95を乗じて得た単

位数が算定されることには変わりがないものであること。 

(３) 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合には算

定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場合には、

所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定できる。 

(４) 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内

の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に居住する利

用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので老企第36号第２の２の(14)を参照されたい。 

(５) 注６の取扱い 

① 実利用者数は前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をい

うものとする。 

② 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し
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た事業所を含む。）については、直近の３月における１月当たりの平均実利

用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開し

た事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実

利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った

場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

③ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、

同意を得てサービスを行う必要があること。 

(６) 注７の取扱い 

注７の加算を算定する利用者については指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護

予防サービス基準」という。）第50条第３項第１号に規定する交通費の支払い

を受けることはできないこととする。 

(７) 初回加算について 

① 指定介護予防訪問入浴介護事業所において、初回の指定介護予防訪問入浴

介護を行う前に、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場

所や給排水の方法の確認等を行った場合に算定が可能である。 

② 当該加算は、初回の指定介護予防訪問入浴介護を行った日に算定すること。 

(８) 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、

算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要介護者

を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直

近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的

に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の

５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業
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の実施について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長

通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介

護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施

に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグルー

プ別に分かれて開催することで差し支えない。 

⑤ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テ

レビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能

な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑥ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

(９) サービス提供体制強化加算の取扱い 

① 研修について 

介護予防訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所

におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実

施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護予防訪問入浴介護従業者

について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計

画を策定しなければならない。 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る

伝達又は当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における介護予防訪問入浴介

護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス

提供に当たる介護予防訪問入浴介護従業者のすべてが参加するものでなけれ

ばならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要は
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なく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議

の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期

的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

なお、テレビ電話装置等を活用するに当たっては、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、

少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなけ

ればならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務

付けられた「常時使用する労働者」に該当しない介護予防訪問入浴介護従業

者も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施

しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該

健康診断等が１年以内に実施されることが計画されていることをもって足り

るものとする。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３

月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満

たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい

ては、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事

業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修
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了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課

程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３

月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならな

い。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回

った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一

法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等において

サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることがで

きるものとする。 

⑧ 同一の事業所において指定訪問入浴介護を一体的に行っている場合におい

ては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

(10) 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加

算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(11) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇

改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(12) その他の取扱い 

前記以外の基本的な取扱いについては、訪問入浴介護の取扱方針に従うこと

とする。 

３ 介護予防訪問看護費 

(１) 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされ

ているが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不

可欠な者に対して、介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防訪問看護の提

供が必要と判断された場合は介護予防訪問看護費を算定できるものである。加
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えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護につい

ては、指定介護予防通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの

自立が困難である場合であって、介護予防ケアマネジメントの結果、看護職員

と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋の状況の確認を含め

た介護予防訪問看護の提供が必要と判断された場合に、介護予防訪問看護費を

算定できるものである。 

「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保され

るのであれば、通院サービスを優先すべきということである。 

(２) 介護予防訪問看護指示の有効期間について 

介護予防訪問看護費は、介護予防訪問看護ステーションにあっては、主治の

医師の判断に基づいて交付（２か所以上の介護予防訪問看護ステーションから

の介護予防訪問看護の場合は各介護予防訪問看護ステーションごとに交付）さ

れた指示書の有効期間内に介護予防訪問看護を行った場合に算定する。 

なお、当該介護予防訪問看護に係る指示料は、医療保険に請求すべきもので

あること。 

なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１月以内に行わ

れた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療情報提供を受けて、介護予

防訪問看護を実施した場合には、診療情報提供を行った医療機関の医師による

当該情報提供の基礎となる診療の日から１月以内に行われた場合に算定する。 

(３) 介護予防訪問看護の所要時間について 

① 20分未満の介護予防訪問看護費の算定について 

20分未満の介護予防訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利

用者に対し、日中等の介護予防訪問看護における十分な観察、必要な助言・

指導が行われることを前提として行われるものである。したがって、介護予

防サービス計画又は介護予防訪問看護計画において20分未満の介護予防訪問

看護のみが設定されることは適切ではなく、20分以上の保健師又は看護師に

よる介護予防訪問看護を週１回以上含む設定とすること。なお20分未満の介

護予防訪問看護は、介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整え

ている事業所として緊急時介護予防訪問看護加算の届け出をしている場合に

算定可能である。 
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② 介護予防訪問看護は在宅の要支援者の生活パターンや看護の必要性に合わ

せて提供されるべきであることから、単に長時間の介護予防訪問看護を複数

回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして

行うこと。 

（一） 前回提供した介護予防訪問看護からおおむね２時間未満の間隔で介

護予防訪問看護を行う場合（20分未満の介護予防訪問看護費を算定する場

合及び利用者の状態の変化等により緊急の介護予防訪問看護を行う場合を

除く。）は、それぞれの所要時間を合算するものとする。 

（二）  １人の看護職員（保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）が介護予防訪問看護を行った後に、続いて別の看護職員が介護予防

訪問看護を行った場合には、当該介護予防訪問看護の所要時間を合算する

こととする。なお、当該介護予防訪問看護の提供時間を合算した場合に、

准看護師による介護予防訪問看護が含まれる場合には、当該介護予防訪問

看護費は、准看護師による介護予防訪問看護費を算定する。 

（三） １人の看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が

介護予防訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士が介護予防訪問看護を実施した場合

（看護職員が介護予防訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が介護予防訪問看護を行う場合など）は職種ご

とに算定できる。 

（四） なお、１人の利用者に対して、連続して介護予防訪問看護を提供す

る必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。 

(４) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 

① 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、その

訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである

場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。 

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業

務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法

（昭和23年法律第203号）の規定にかかわらず業とすることができるとされ

ている診療の補助行為（言語聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１
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項）に限る。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、１回

当たり20分以上介護予防訪問看護を実施することとし、１人の利用者につき

週に６回を限度として算定する。 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、１日

２回（３回以上）を超えて行う場合には１回につき所定単位数の100分の50

に相当する単位数を算定すること。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が連続して３回以上介護予防訪問看護を行った場合だ

けでなく、例えば午前中に２回、午後に１回行った場合も、同様である。 

（例）１日の介護予防訪問看護が３回である場合の介護予防訪問看護費 

１回単位数×（50／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問看護を提供してい

る利用者については、毎回の訪問時において記録した介護予防訪問看護記録

書等を用い、適切に介護予防訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作

業療法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有すると

ともに、介護予防訪問看護計画書（以下、「計画書」という。）及び介護予

防訪問看護報告書（以下、「報告書」という。）は、看護職員（准看護師を

除く）と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。

また、主治医に提出する計画書は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

実施した内容も一体的に記載するものとし、報告書には、理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が提供した介護予防訪問看護の内容とその結果等を記

載した文書を添付すること。 

⑤ 複数の介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護を受けている利用者

について、計画書及び報告書の作成にあたっては当該複数の介護予防訪問看

護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成すること。 

⑥ 計画書及び報告書の作成にあたっては、介護予防訪問看護サービスの利用

開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問に

より利用者の状態の適切な評価を行うこと。 

⑦ ⑥における、介護予防訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去

２月間（歴月）において当該介護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護
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（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であって、新た

に計画書を作成する場合をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定

期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用

者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。 

(５) 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（厚生労働大臣が定める

基準に適合する利用者等（平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告

示」という。）第75号において準用する第４号を参照のこと。）の患者につい

ては、医療保険の給付の対象となるものであり、介護予防訪問看護費は算定し

ない。 

(６) 精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者の取扱いについて 

精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定に係る医療保

険による訪問看護（以下「精神科訪問看護」という。）の利用者については、

医療保険の給付の対象となるものであり、同一日に介護保険の介護予防訪問看

護費を算定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したこ

とにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の介護予防訪問看護に変更、

又は介護保険の介護予防訪問看護から医療保険の精神科訪問看護に変更するこ

とは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問

看護を変更することはできないものである。 

(７) 介護予防サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師

以外の看護師等により介護予防訪問看護が行われた場合の取扱い 

① 介護予防サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、

事業所の事情により准看護師ではなく保健師又は看護師が訪問する場合につ

いては、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定すること。また、

介護予防サービス計画上、保健師又は看護師が訪問することとされている場

合に、事業所の事情により保健師又は看護師ではなく准看護師が訪問する場

合については、准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の100分の

90）を算定すること。 

② 介護予防サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、

事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
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士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合

の所定単位数を算定すること。また、介護予防サービス計画上、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が訪問することとされている場合に、事業所の事

情により理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士ではなく准看護師が訪問す

る場合については、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単

位数を算定すること。 

(８) 早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護の取扱い 

介護予防サービス計画上又は介護予防訪問看護計画上、介護予防訪問看護の

サービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定す

るものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象とな

る時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が

ごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。なお、20分未満の訪

問の場合についても、同様の取扱いとする。 

(９) 複数名訪問加算について 

① ２人の看護師等又は１人の看護師等と１人の看護補助者が同時に介護予

防訪問看護を行う場合の加算は、体重が重い利用者を１人が支持しながら、

必要な処置を行う場合等、１人で看護を行うことが困難な場合に算定を認

めるものであり、これらの事情がない場合に、単に２人の看護師等（うち

１人が看護補助者の場合も含む。）が同時に介護予防訪問看護を行ったこ

とのみをもって算定することはできない。 

② 複数名訪問加算（Ⅰ）において訪問を行うのは、両名とも看護師等であ

ることとし、複数名訪問加算（Ⅱ）において訪問を行うのは、介護予防訪

問看護を行う１人が看護師等であり、同時に訪問する１人が看護補助者で

あることを要する。 

③ 複数名訪問加算（Ⅱ）における看護補助者とは、介護予防訪問看護を担

当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入

浴、移動等）の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等

といった看護業務の補助を行う者のことであり、資格は問わないが、秘密

保持や安全等の観点から、介護予防訪問看護事業所に雇用されている必要

があるものとする。 
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(10) 長時間介護予防訪問看護への加算について 

① 「指定介護予防訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」について

は(16)を参照のこと。 

② 当該加算については、保健師又は看護師が行う場合であっても、准看護師

が行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。 

(11) 指定介護予防訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建

物若しくは指定介護予防訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対

する取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(４)を参照されたい。 

(12) 特別地域介護予防訪問看護加算の取扱い 

注６の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替

え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）を指し、例えば、

本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場

合、本体事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予防訪問看護は加算の

対象とならず、サテライト事業所を業務の本拠とする看護職員による介護予防

訪問看護は加算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所

を本拠とする看護職員を明確にするとともに、当該サテライト事業所からの提

供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理すること。 

なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場合の所定単位

数には緊急時介護予防訪問看護加算及び特別管理加算を含まないこと。 

(13) 注７の取扱い 

２(５)を参照のこと。 

(14) 注８の取扱い 

２(６)を参照のこと。 

(15) 緊急時介護予防訪問看護加算について 

① 緊急時介護予防訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話

等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事

業所において、当該事業所の看護師等が介護予防訪問看護を受けようとする

者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊
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急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同

意を得た場合に加算する。 

② 緊急時介護予防訪問看護加算については、当該月の第１回目の介護保険の

給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものと

する。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に医療保険におけ

る訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算

定できないこと。 

③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った

場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数（准看護師

による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分の90）を算定する。この場合、

介護予防サービス計画の変更を要する。なお、当該緊急時訪問を行った場合

には、早朝・夜間、深夜の介護予防訪問看護に係る加算は算定できないが、

１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の介護予

防訪問看護に係る加算を算定する。 

④ 緊急時介護予防訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に

限り算定できる。このため、緊急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪

問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対し

て、他の事業所から緊急時介護予防訪問看護加算に係る介護予防訪問看護を

受けていないか確認すること。 

⑤ 介護予防訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時介護予防訪問看

護加算の届出は利用者や介護予防支援事業所が介護予防訪問看護事業所を選

定する上で必要な情報として届け出させること。なお、介護予防訪問看護ス

テーションにおける緊急時介護予防訪問看護加算の算定に当たっては、第１

の１(５)によらず、届出を受理した日から算定するものとする。 

(16) 特別管理加算について 

① 特別管理加算については、利用者や介護予防支援事業所が介護予防訪問看

護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。 

② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象となる介護予防

訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を

介護保険で請求した場合には、同月に医療保険における訪問看護を利用した
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場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。 

③ 特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。

なお、２か所以上の事業所から介護予防訪問看護を利用する場合については、

その分配は事業所相互の合議に委ねられる。 

④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、ＮＰＵＡＰ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒ

ｅｓｓｕｒｅ Ｕｌｃｅｒ ｏｆ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｐａｎｅｌ）分類Ⅲ

度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ

４若しくはＤ５に該当する状態をいう。 

⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場

合には、定期的（１週間に１回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・

評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポ

ケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家族等に行う

指導を含む）について介護予防訪問看護記録書に記録すること。 

⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の

医師が点滴注射を週３日以上行うことが必要である旨の指示を介護予防訪問

看護事業所に対して行った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が週

３日以上点滴注射を実施している状態をいう。 

⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終

了した場合その他必要が認められる場合には、主治の医師に対して速やかに

当該者の状態を報告するとともに、介護予防訪問看護記録書に点滴注射の実

施内容を記録すること。 

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受け

ることができるよう必要な支援を行うこととする。 

(17) 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い 

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問看護を行う必要があ

る旨の特別指示（介護予防訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交

付）があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療保険の給付対象と

なるものであり、介護予防訪問看護費は算定しない。なお、医療機関の介護予

防訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問

看護を行う必要があって、医療保険の給付対象となる場合には、頻回の介護予
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防訪問看護が必要な理由、その期間等については、診療録に記載しなければな

らない。 

(18) 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療機

関を退院した日の介護予防訪問看護の取扱い 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）及び医療機関

を退院した日については、第２の１の(３)に関わらず、厚生労働大臣が定める

状態（利用者等告示第77号において準用する第６号を参照のこと。）にある利

用者又は主治の医師が退所・退院した日の介護予防訪問看護が必要であると認

めた利用者に限り、介護予防訪問看護費を算定できることとする。 

(19) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利

用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から５単位減算する。なお、入

院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用

が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算

して12月を超える場合から適用されるものであること。 

(20) 初回加算の取扱い 

本加算は、新規の利用者又は利用者が過去２月間（暦月）において、当該介

護予防訪問看護事業所から介護予防訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）

の提供を受けていない場合であって新たに介護予防訪問看護計画書を作成した

場合に算定されるものである。 

(21) 退院時共同指導加算 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

に入院中又は入所中の者が退院するに当たり、介護予防訪問看護ステーショ

ンの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院後、初回の介護

予防訪問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院につき１回

（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第５号を参照のこと。）にある

利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には２回）に限り、

当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の介護予防訪問看

護を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合に

おいても算定できること。 
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また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はその看護

に当たる者の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大臣が定める状

態の者）に対して複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を

行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能であること。 

③ 複数の介護予防訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合には、

主治の医師の所属する保険医療機関に対し、他の介護予防訪問看護ステーシ

ョン等における退院時共同指導の実施の有無について確認すること。 

④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に医療保険にお

ける訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できな

いこと（②の場合を除く。）。 

⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を介護予防訪問看護記録書に記

録すること。 

(22) 看護体制強化加算について 

① 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣

基準告示」という。）第104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ

(１)（一）の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数を

イに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出す

ること。 

ア 指定介護予防訪問看護事業所における緊急時介護予防訪問看護加算を算

定した実利用者数 

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数 

② 大臣基準告示第104号の規定により準用する大臣基準告示第９号イ (２)

（二）の基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数をイに

掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間当たりの割合を算出するこ

と。 
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ア 指定介護予防訪問看護事業所における特別管理加算を算定した実利用者

数 

イ 指定介護予防訪問看護事業所における実利用者の総数 

③ ①及び②に規定する実利用者数は、前６月間において、当該事業所が提供

する介護予防訪問看護を２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２

回以上算定した者であっても、１として数えること。そのため、①及び②に

規定する割合の算出において、利用者には、当該指定介護予防訪問看護事業

所を現に利用していない者も含むことに留意すること。 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した

前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が100分の60から

１割を超えて減少した場合（100分の54を下回った場合）には、その翌月か

ら看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範囲内で減少した場合

（100分の54以上100分の60未満であった場合）には、その翌々月から当該加

算を算定できないものとすること（ただし、翌月の末日において100分の60

以上なる場合を除く。）。 

⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定介護予防訪問看護事

業所の看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を

行い、同意を得ること。 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関と連携のもと、看護

職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上

を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施して

いることが望ましい。 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第104号の規定

により準用する大臣基準告示第９号イ(１)（一）、イ(１)（二）及びイ(１)

（四）の割合について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。な

お、その割合については、台帳等により毎月記録するものとし、所定の基準

を下回った場合については、直ちに第１の５に規定する届出を提出しなけれ

ばならないこと。 

(23) サービス提供体制強化加算について 

２(９)を参照のこと。 
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４ 介護予防訪問リハビリテーション費 

(１) 算定の基準について 

① 指定介護予防訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行ってい

る当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下実施す

るとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が

やむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行

っている医師から情報提供（指定介護予防訪問リハビリテーションの必要性

や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、それを踏

まえ、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成し、指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医

師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に

算定する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して介護

予防訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。 

② 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問

リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハ

ビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテー

ションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対す

る負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行ったことを明確に記録する。 

④ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所の医師の診療に基づき、介護予防訪問リハビリテーション計画

を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリ

テーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーシ

ョン料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指

定介護予防訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーショ
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ン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16日老認発

0316第３号、老老発0316第２号）の別紙様式２－２－１をもって、保険医療

機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療す

るとともに、別紙様式２－２－１に記載された内容について確認し、指定介

護予防訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した

場合には、例外として、別紙様式２－２－１をリハビリテーション計画書と

みなして介護予防訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいことと

する。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以

内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の介護予防訪問リハビリテ

ーション計画を作成する。 

⑤ 介護予防訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要

に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、

その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、利用者に対して３

月以上の指定介護予防訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する

場合は、介護予防リハビリテーション計画に指定介護予防訪問リハビリテー

ションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定

介護予防サービスの併用と移行の見通しを記載すること。 

⑦ 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の

看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指導を行った場合に、１週に６

回を限度として算定する。ただし、退院（所）の日から起算して３月以内に、

医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回を限度として

算定する。 

⑧ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護

医療院である場合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の
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当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含

めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介護医療院による指定介護

予防訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介

護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。 

⑨ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関へ

の乗降などの行為に関する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供する

に当たっては、介護予防訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を

記録するものとする。 

⑩ 利用者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受

診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、介護予防訪問リハビリテ

ーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診

療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にすることとする。 

⑪ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、第一号訪問事業の事業その他指

定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

(２) 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接

する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と同

一の建物等に居住する利用者に対する取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(４)を参照されたい。 

(３) 「通院が困難な利用者」について 

介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給

付することとされているが、指定介護予防通所リハビリテーションのみでは、

家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指

定介護予防訪問リハビリテーションの提供など、介護予防ケアマネジメント

の結果、必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定

できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様の

サービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということ

である。 

(４) 特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算について 
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注３の「その一部として使用されている事務所」とは、待機や道具の保管、

着替え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という。）を指し、例え

ば、本体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在す

る場合、本体事業所を業務の本拠とする理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士による介護予防訪問リハビリテーションは加算の対象とならず、サテライト

事業所を業務の本拠とする理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護

予防訪問リハビリテーションは加算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所

を本拠とする理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を明確にするとともに、

当該サテライト事業所からの提供した具体的なサービス内容等の記録を別に行

い、管理すること。 

(５) 注４の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(５)を参照されたい。 

(６) 注５の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(６)を参照されたい。 

(７) 集中的な指定介護予防訪問リハビリテーションについて 

集中的な指定介護予防訪問リハビリテーションとは、退院（所）日又は認定

日から起算して１月以内の期間に行われた場合は１週につきおおむね２日以上、

１日当たり40分以上、退院（所）日又は認定日から起算して１月を超え３月以

内の期間に行われた場合は１週につきおおむね２日以上、１日当たり20分以上

実施する場合をいう。 

(８) 急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーションを行う

必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い 

注７の「急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問リハビリテーション

を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関の医師が、

診療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の介護予防訪問リハビ

リテーションを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で療養を

行っている利用者であって通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーショ

ンを行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から

14日間を限度として医療保険の給付対象となるため、介護予防訪問リハビリテ
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ーション費は算定しない。 

(９) 注９の取扱いについて 

介護予防訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定介護予防訪問リハ

ビリテーション事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が作成するものである。 

注９は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医

師による計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師

がやむを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、

当該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問

リハビリテーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事

業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテ

ーションを実施した場合について、例外として、基本報酬に50単位を減じたも

ので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管

理を行っている医師から指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する

基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２

－２－１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、

活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテーシ

ョンの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受け

ていることをいう。 

(10) 注10の取扱いについて 

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、介護予

防訪問リハビリテーション費から５単位減算する。なお、入院による中断があ

り、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。

また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して12月を超える場合から

適用されるものであること。 

(11) 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は以下の
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とおりとする。 

（要支援状態区分の維持者数＋（改善者数×２）） 

／評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションリハビリテーション

費を３月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7 

(12) サービス提供体制強化加算について 

① 介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(９)⑥及び⑦を参照されたい。 

② 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）にあっ

ては勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能である。 

(13) 記録の整備について 

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容

の要点を診療録に記入する。 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画の内容を利用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき

行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。なお、

当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下

線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにする。 

② 指定介護予防訪問リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、

担当者等）は利用者ごとに保管され、常に指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにする

こと。 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

(１) 通院が困難な利用者について 

介護予防居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに

対して、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等

の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない。例

えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものな

どは、通院は容易であると考えられるため、介護予防居宅療養管理指導費は算

定できない（やむを得ない事情がある場合を除く。）。 
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(２) 単一建物居住者の人数について 

介護予防居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、

同一月の利用者数を「単一建物居住者の人数」という。 

単一建物居住者の人数は、同一月における以下の利用者の人数をいう。 

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同生

活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機能

型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活介護

などのサービスを受けている利用者 

ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所について

は、それぞれのユニットにおいて、介護予防居宅療養管理指導費を算定する

人数を、単一建物居住者の人数とみなすことができる。また、１つの居宅に

介護予防居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が２人

以上いる場合の介護予防居宅療養管理指導費は、利用者ごとに「単一建物居

住者が１人の場合」を算定する。さらに、介護予防居宅療養管理指導費につ

いて、当該建築物において当該介護予防居宅療養管理指導事業所が介護予防

居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の10％以下の場合又

は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該介護予防居宅療養管理指導事

業所が介護予防居宅療養管理指導を行う利用者が２人以下の場合には、それ

ぞれ「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。 

(３) 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う介護予防居宅療養管理指導については、計

画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員

等（介護予防支援事業者により介護予防支援を受けている要支援被保険者に

ついては介護予防サービス計画を作成している保健師その他の介護予防支援

に関する知識を有する職員を、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防

小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者に

あっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下この項において「介護
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支援専門員等」という。）に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な

情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護予防サービスを利用

する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定

する。介護支援専門員等への情報提供がない場合には、算定できないことと

なるため留意すること。 

また、利用者が他の介護予防サービスを利用している場合にあっては、必

要に応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護予防サービス事業

者等に介護予防サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととす

る。 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会

における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報について

は、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」

又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合に

は、当該医師に限り介護予防居宅療養管理指導費（Ⅱ）（編集注：原文は

「居宅療養管理指導費（Ⅱ）」）を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア 介護支援専門員等に対する情報提供の方法 

介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供は、サービス担当者会

議への参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はな

い。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場

合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供

する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、別紙様式

１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、介

護支援専門員等に対して情報提供を行うことで足りるものとする。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合につ

いては、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記載すること。

当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、

下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 
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また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合については、当

該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

（ａ） 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利

用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等） 

（ｂ） 利用者の病状、経過等 

（ｃ） 介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等 

（ｄ） 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会に

おいて必要な支援等 

イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法 

介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又

は助言は、文書等の交付により行うよう努めること。 

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その要点を記

録すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することとし

てもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにす

ること。 

また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該文書等

の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

③ 介護支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われていない場

合 

介護予防居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自ら

介護予防サービス計画を作成している場合などの介護支援専門員等による介

護予防サービス計画の作成が行われていない利用者に対して介護予防居宅療

養管理指導を行う場合は、①の規定にかかわらず算定できること。ただし、

当該利用者が、介護予防居宅療養管理指導以外にも他の介護予防サービスを

利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者又は家族の同意を得た

上で、当該他の介護予防サービス事業者等に対し、介護予防サービスを提供

する上での情報提供及び助言を行うこととする。 

④ 算定回数について 

主治の医師及び歯科医師が、１人の利用者について、それぞれ月２回まで
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算定することができる。 

⑤ 算定日について 

算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、請求明細

書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に

参加した場合においては、参加日若しくは参加が困難な場合においては、文

書等を交付した日を記入することとする。 

(４) 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は歯科医

師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関

の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者

の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の

確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介護予防居宅療養管理指導の内容

について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう

努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関

の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯

科医師に報告した上で、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の

作成等に必要な情報提供を行うこととする。介護支援専門員等への情報提供

がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、介護

支援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われていない場合の取

扱いについては、(３)③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保

管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判

断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこ

ととする。薬局薬剤師にあっては当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行

った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行う

こととする。また、必要に応じて、(３)①の社会生活面の課題にも目を向け

た地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指

示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提供した文

書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提供された医
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師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、又

は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職種（歯科訪問診療

を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び介護予防訪問看

護ステーションの看護師等）との間で情報を共有しながら、利用者の心身の

特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬

剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅へ

の訪問回数、訪問間隔等を記載する。 

策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法

により保存する。 

薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定す

る。 

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを

行う。必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合にも適宜

見直しを行うこと。 

③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対し

ても、介護予防居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患

者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供することとする。 

④ 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合

（がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に対するものを除く。）に

あっては、算定する日の間隔は６日以上とする。がん末期患者及び中心静脈

栄養を受けている者については、週２回かつ月８回に限り算定できる。医療

機関の薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導を月２回算定する場合にあっ

ては、算定する日の間隔は６日以上とする。 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬

剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しなければならな

い。 

ア 利用者の基礎情報として、利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の

被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等 

イ 処方及び調剤内容として、処方した医療機関名、処方医氏名、処方日、

処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等 
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（削除） 

ウ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な利用者の

生活像等 

エ 疾患に関する情報として、既往歴、合併症の情報、他科受診において加

療中の疾患 

オ 併用薬等（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康

食品を含む。）の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状

況等 

カ 服薬状況（残薬の状況を含む。） 

キ 副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）

及び利用者又はその家族等からの相談事項の要点 

ク 服薬指導の要点 

ケ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名 

コ 処方医から提供された情報の要点 

サ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、

残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互

作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等） 

シ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 

ス 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、

当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供

した訪問結果に関する情報の要点 

⑥ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあって

は薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載しなければな

らないこととし、最後の記入の日から最低３年間保存すること。 

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号 

イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴 

ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重

複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。） 

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点 

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名 
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カ その他の事項 

⑦ 介護予防居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品につ

いて、医療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として

当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該情報を文書により

提供するとともに、当該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬

学的管理指導を行うものとする。 

ア 医薬品緊急安全性情報 

イ 医薬品・医療機器等安全性情報 

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理指導を行って

いる場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算定しない。 

⑨ ⑧にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下

「在宅基幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅協力薬

局」という。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急そ

の他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該

利用者又はその家族等に介護予防居宅療養管理指導を行うことについてあら

かじめ当該利用者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局

に代わって在宅協力薬局が介護予防居宅療養管理指導を行った場合は介護予

防居宅療養管理指導費を算定できること。なお、介護予防居宅療養管理指導

費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって介護予防居宅療

養管理指導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うことと

する。 

ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録

の内容を共有すること。 

イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、介護予防居宅療養管理指導の指示を行っ

た医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告や介護支援専門員等

に対する必要な情報提供等を行うこと。 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該介護予防居宅療養管理指導を行った

在宅協力薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書

の摘要欄に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。 
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⑪ 居宅において疼（とう）痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な

薬剤（以下「麻薬」という。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法

律第14号）第２条第１項に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の購入価格（薬

価基準）（平成14年厚生労働省告示第87号）に収載されている医薬品であり、

以降、改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているも

のを意味する。 

⑫ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的

に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導

を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に

算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要な情

報提供を行うことが必要である。 

⑬ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあっては薬剤

服用歴の記録に⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載さ

れていなければならない。 

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管

理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼（とう）痛

緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等） 

イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等） 

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛

緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。）の要点 

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事

に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支

えない。） 

⑭ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師にあって

は薬剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について

記載されていなければならない。 

ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、残

薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等） 
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イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指導、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等） 

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項 

エ その他の麻薬に係る事項 

⑮ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告

による留意事項を記載する。なお、当該記載については、医療保険の診療録

に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区

別できるようにすることとする。また、薬局薬剤師による訪問結果について

の必要な情報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存するこ

ととする。 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医学総合管理料に

規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であって、介護

予防居宅療養管理指導費が月１回算定されているものに対して、情報通信

機器を用いた服薬指導（介護予防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除

く。）を行った場合に、月１回に限り算定する。この場合において、介護

予防居宅療養管理指導費の加算は算定できない。 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行規則（昭和36年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施すること。 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用いた

服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき情報通

信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者で

あること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場合に限り、や

むを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務

する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導を実

施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬指導計画に

記載していること。 
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ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことについて

あらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ 当該介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報通信

機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。 

キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により

薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、利用者が

服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元的、継続的に確

認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。 

ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。 

ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等

を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービ

ス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。 

(５) 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療養を行

っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚

生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は当該利用

者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、当該医師の指示に基

づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を患者又

はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管

理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定す

る。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② 介護予防居宅療養管理指導（Ⅰ）については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項第１号に規定する指定

介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下この(５)において同じ。）の

管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、介護

予防居宅療養管理指導を実施した場合に、算定できる。なお、管理栄養士は

常勤である必要はなく、要件に適合した指導が行われていれば算定できる。 

③ 介護予防居宅療養管理指導（Ⅱ）については、指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該指
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定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マ

ネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置

いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）

又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケ

ア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士が、介護予防居宅療養

管理指導を実施した場合に、当該介護予防居宅療養管理指導事業所が算定で

きる。 

なお、他の指定介護予防居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養

士を確保し、介護予防居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的

管理を行っている医師が所属する指定介護予防居宅療養管理指導事業所が認

めた場合は、管理栄養士が所属する指定介護予防居宅療養管理指導事業所が

算定することができるものとする。 

④ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診療の結

果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を

添付する等により保存する。また、栄養ケア計画に基づき、実際に介護予防

居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示等を行い、指示等の内容の

要点を記載する。さらに、栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄養士

の報告をうけ、医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記

載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存する。なお、当

該記載及び添付については、医療保険の診療録に記載及び添付することとし

てもよいが、記載については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別

することとする。 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導（Ⅱ）を算定する場合、管理栄養士は、当該介

護予防居宅療養管理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判断が

必要な場合などに速やかに連絡が取れる体制を構築すること。なお、所属が

同一か否かに関わらず、医師から管理栄養士への指示は、介護予防居宅療養

管理指導の一環として行われるものであることに留意が必要であること。 

⑥ 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアからケ

までに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スクリーニ



42 

ング」という。）。 

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること

（以下「栄養アセスメント」という。）。 

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、

薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食

形態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、

栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的

に取り組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等）、解決すべ

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア

計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、介護予防

居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を

得ること。 

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄

養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題

（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の

見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該

利用者に係る介護予防居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護

支援専門員に対して情報提供を行うこと。 

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、栄養状態のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養管理指導に係

る指示を行った医師に対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタ

リングにおいては、利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を

測定するなど、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行う

こと。 

キ 利用者について、おおむね３月を目途として、低栄養状態のリスクにつ

いて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と共同

して当該計画の見直しを行うこと。 

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。な

お、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存す
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ること。 

ケ 指定介護予防サービス基準第93条において準用する第49条の13に規定す

るサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄

養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に管理栄

養士の介護予防居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的

に記録する必要はないものとすること。 

⑦ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、

侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大

腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥

満症（肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上）の患者に対する治療食を含

む。なお、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラム未

満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含

む。）のための流動食は、介護予防短期入所生活介護費及び介護予防短期入

所療養介護費の療養食加算の場合と異なり、介護予防居宅療養管理指導の対

象となる特別食に含まれる。 

⑧ 必要に応じて、(３)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師に

提供するよう努めることとする。 

(６) 歯科衛生士等の介護予防居宅療養管理指導について 

① 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、訪問診療を行

った利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行った歯科医師の指示

に基づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する歯科衛生士等が、利

用者の居宅を訪問して、利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に

基づき作成した管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付するとと

もに、当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対

して歯科衛生士等が１対１で20分以上行った場合について算定し、実地指導

が単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判

断される場合は算定できない。 

なお、請求明細書の摘要欄に当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を

行った歯科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入するこ
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ととする。 

② 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導は、指示を行った歯科医師

の訪問診療の日から起算して３月以内に行われた場合に算定する。 

③ 歯科衛生士等が介護予防居宅療養管理指導を行った時間とは、実際に指導

を行った時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の移動に要した

時間等は含まない。 

④ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、医療機関に勤

務する歯科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師からの指示並びに管理指導

計画に係る助言等（以下「指示等」という。）を受け、居宅に訪問して実施

した場合に算定する。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師に報告する

ものとする。 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交付し

た管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対

象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了

時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの

指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及

び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う介護予防居宅療養管理指導については、以下のアから

キまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリスクを、把握す

ること（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。 

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握する

こと（以下「口腔機能アセスメント」という。）。 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の

者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、有床

義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・

向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決すべき課

題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を別紙様式３等により記

載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の

具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理
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指導計画については、介護予防居宅療養管理指導の対象となる利用者又は

その家族に説明し、その同意を得ること。 

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとと

もに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の必要性、関連

職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当

該計画を修正すること。 

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、口腔機能のモニタリングを行い、当該介護予防居宅療養管理指導に係

る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこと。なお、口腔機能のモニ

タリングにおいては、口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者

の口腔機能の把握を行うこと。 

カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能のリスクについ

て、口腔機能スクリーニングを実施し、当該介護予防居宅療養管理指導に

係る指示を行った歯科医師に報告し、歯科医師による指示に基づき、必要

に応じて管理指導計画の見直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直し

に当たっては、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。 

キ 指定介護予防サービス基準第93条において準用する第49条の13に規定す

るサービスの提供の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛

生士等が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に歯科

衛生士等の介護予防居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定

期的に記録する必要はないものとすること。 

⑦ 当該介護予防居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪問診療

の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計

画を添付する等により保存する。また、管理指導計画に基づき、実際に実地

指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載

する。さらに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告を

うけ、歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容（療養上必要な

実地指導の継続の必要性等）の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画

を添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付については、医療保

険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線
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又は枠で囲う等により、他の記載と区別することとする。 

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合

も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を

得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した介護予防支援事業者等への

情報提供等の適切な措置を講じることとする。 

⑨ 必要に応じて、(３)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科医

師に提供するよう努めることとする。 

(７) その他 

介護予防居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよ

いものとする。 

(８) イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

２の(５)を参照のこと。 

(９) イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 

医科診療報酬点数表Ｃ000往診料の注４、Ｃ001在宅患者訪問診療料の注９又

は歯科診療報酬点数表Ｃ000歯科訪問診療料の注９を算定している場合は、当

該加算の対象から除外する。 

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

(１) 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防通所

リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加

えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当

該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおけ

る利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

② ①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要

に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリテーショ

ン計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始からおおむね２
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週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月

以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場

合には、リハビリテーション計画書に指定介護予防通所リハビリテーション

の継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、法第115条の45第

１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他指定介護予防サービスの併用

と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。 

⑤ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、

指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画に従い、指定介護予防

通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当該

利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努

める。 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基

準第117条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所を

いう。以下この号及び第110号において同じ。）の理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第115条の45第１項第１号

イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防サービスに該当する事業に

係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、

介護の工夫等の情報を伝達する。 

(２) 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活

動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の行為をいう。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション

（以下「生活行為向上リハビリテーション」という。）は、加齢や廃用症候

群等により生活機能の一つである活動をするための機能が低下した利用者に

対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当

該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの実施内容を生

活行為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に

実施するものである。 
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③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリ

テーション実施計画の作成や、当該リハビリテーションの目標の達成状況の

報告については、大臣基準告示第106の６号イによって配置された者が行う

ことが想定されている。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の

趣旨について説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関

与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定する。 

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家

族においても、生活行為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族

の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましい。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの

評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用

的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とそ

の家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテ

ーションを実施することはできない。 

(３) 注８の取扱いについて 

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介

護予防通所リハビリテーション費から要支援１の場合20単位、要支援２の場合

40単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある

場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令

和３年４月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。 

(４) 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者に対

し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算について 

① 同一建物の定義 

通所介護と同様であるので、老企第36号７の(20)①を参照されたい。 

② 注７の減算の対象 

注７の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及び同

一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者に限られるこ

とに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に居住する者を除
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く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業所へ通い、同一建物に

宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に宿泊した者が

指定介護予防通所リハビリテーション事業所へ通い、自宅（同一建物に居住

する者を除く。）に帰る場合、この日は減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他や

むを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して１月を通じて

当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的に減算対象と

ならない。この場合の具体的な例及び記録については、通所介護と同様であ

るので、老企第36号７の(20)②を参照されたい。 

(５) 運動器機能向上加算の取扱いについて 

① 指定介護予防通所リハビリテーションにおいて運動器機能向上サービスを

提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態に

ならず自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに

留意しつつ行うこと。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を１名以上配置して行うこと。 

③ 運動器機能向上サービスについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、

実施すること。 

ア 利用者ごとに医師又は看護職員等の医療従事者による運動器機能向上サ

ービスの実施に当たってのリスク評価、体力測定等を実施し、サービスの

提供に際して考慮すべきリスク、利用者のニーズ及び運動器の機能の状況

を、利用開始時に把握する。 

イ 理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するためのおお

むね３月程度で達成可能な目標（以下「長期目標」という。）及び長期目

標を達成するためのおおむね１月程度で達成可能な目標（以下「短期目

標」という。）を設定すること。長期目標及び短期目標については、介護

予防支援事業者において作成された当該利用者に係る介護予防サービス計

画と整合が図れたものとすること。 

ウ 利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、医師、理学療法士等、看

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、当該利用者

ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、１回当たりの実施時
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間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成すること。その際、

実施期間については、運動の種類によって異なるものの、おおむね３月間

程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、運動器

機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、

当該運動器機能向上計画の対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、

その同意を得ること。なお、指定介護予防通所リハビリテーションにおい

ては、運動器機能向上計画に相当する内容をリハビリテーション計画書の

中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作

成に代えることができるものとすること。 

エ 運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを

提供すること。その際、提供する運動器機能向上サービスについては、国

内外の文献等において介護予防の観点からの有効性が確認されている等の

適切なものとすること。また、運動器機能向上計画に実施上の問題点（運

動の種類の変更の必要性、実施頻度の変更の必要性等）があれば直ちに当

該計画を修正すること。 

オ 利用者の短期目標に応じて、おおむね１月間ごとに、利用者の当該短期

目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行う

とともに、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行うこと。 

カ 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目

標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、

その結果を当該利用者に係る介護予防支援事業者に報告すること。介護予

防支援事業者による当該報告も踏まえた介護予防ケアマネジメントの結果、

運動器機能向上サービスの継続が必要であるとの判断がなされる場合につ

いては、前記アからカまでの流れにより、継続的に運動器機能向上サービ

スを提供する。 

キ 旧指定介護予防サービス基準第107条において準用する第19条又は指定

介護予防サービス基準第123条において準用する第49条の13において規定

するそれぞれのサービスの提供の記録において利用者ごとの運動器機能向

上計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションにおいては医師又は

医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは看護職
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員が利用者の運動器の機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に

運動器機能向上加算の算定のために利用者の運動器の機能を定期的に記録

する必要はない。 

(６) 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、老企第36号７の(15)を参照されたい。 

(７) 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第36号７の(16)を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービスを

提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態にな

らないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることに

留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計画に

定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の改善状況に

ついて評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者等に報

告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サービスを継続する必要

性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。 

(８) 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニ

ング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニン

グ（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則と

して一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第19号の２ロに

規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一

方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができ

る。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者

について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員

に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 
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ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事

業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老

健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11の項目が「１」に該

当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス

担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づ

く口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スク

リーニングの結果、栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算

定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複

数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された

場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算、口腔機

能向上加算又は選択的サービス複数実施加算を算定できること。 

(９) 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第36号７の(18)を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サービ

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであるこ

とに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改善管

理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した時点で口腔

機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支援事業者

等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決され当該サービスを継
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続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するものとする。 

(10) 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施する

ことにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資するサービ

スを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に当たっては

以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、(５)、(７)、(９)に掲げる各選択的サー

ビスの取扱いに従い適切に実施していること。 

② いずれかの選択的サービスを週１回以上実施すること。 

③ 複数の種類の選択的サービスを組み合わせて実施するに当たって、各選択

的サービスを担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービ

スの提供方法等について検討すること。 

(11) 事業所評価加算の取扱いについて 

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとする。 

① 別に定める基準ハの要件の算出式 

 

② 別に定める基準ニの要件の算出式 

 

(12) 科学的介護推進体制加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第36号７の(19)を参照されたい。 

(13) 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(10)を参照のこと。 

(14) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(11)を参照のこと。 

(15) その他の取扱い 

前記以外の基本的な取扱いについては、通所リハビリテーションの取扱方針
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に従うこととする。 

７ 介護予防短期入所生活介護費 

(１) 指定介護予防短期入所生活介護費を算定するための基準について 

介護予防短期入所生活介護費は、厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年

厚生労働省告示第96号。以下「施設基準」という。）第73号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

イ 施設基準第73号において準用する第10号イに規定する指定介護予防短期入

所生活介護費 

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が１人のも

のに限る。）（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われるもので

あること。 

ロ 施設基準第73号において準用する第10号ロに規定する介護予防短期入所生

活介護費 

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が２人以上

のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者に対して行われるもので

あること。 

ハ 施設基準第73号において準用する第10号ハに規定する介護予防短期入所生

活介護費 

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じているものを除く。）（「ユニット型個室」という。）の利

用者に対して行われるものであること。 

ニ 施設基準第73号において準用する第10号ニに規定する介護予防短期入所生

活介護費 

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニットに属さな

い居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁について、天井との間に一

定の隙間が生じているものに限る。）（「ユニット型個室的多床室」とい

う。）の利用者に対して行われるものであること。 

(２) やむを得ない措置による定員の超過 

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用による減算の
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対象となり、所定単位数の100分の70を乗じて得た単位数を算定することとな

るが、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第10条の４第１項第３号の規定に

よる市町村が行った措置（又は同法第11条第１項第２号の規定による市町村が

行った措置（特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ））によりやむを得ず

利用定員を超える場合は、利用定員に100分の105を乗じて得た数（利用定員が

40人を超える場合にあっては、利用定員に２を加えて得た数）までは減算が行

われないものであること（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護

職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27

号。以下「通所介護費等の算定方法」という。）第17号イ）。なお、この取扱

いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過

利用を解消する必要があること。 

(３) 併設事業所について 

① 指定介護予防サービス基準第132条第４項に規定する併設事業所について

は、併設型介護予防短期入所生活介護費が算定される（施設基準第72号）が、

ここでいう併設事業所とは、特別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接す

る敷地において、サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人

ホーム等と一体的に行われている介護予防短期入所生活介護事業所を指すも

のであること。 

② 併設事業所における所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに人員

基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設

と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(３)、

(８)及び(14)において同じ。）の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉

施設の入所者数と介護予防短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、

職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定

すること。介護予防短期入所生活介護事業者が短期入所生活介護事業者の

指定の区分を明確化して指定を受けている場合は、それぞれの施設の利用

者数を合算して算定する。 

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入所生活介護事

業及び短期入所生活介護事業の利用者数を算定する。 
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例えば、前年度の平均入所者数70人の指定介護老人福祉施設に前年度の

平均利用者数20人の介護予防短期入所生活介護事業所（短期入所生活介護

事業を併せて指定されている場合。以下この②において同じ。）が併設さ

れている場合は、併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）（３：１の人

員配置に対応するもの）を算定するために必要な介護職員又は看護職員は

合計で30人であり、必要な夜勤を行う職員の数は４人であること。 

なお、ユニット型同士が併設する場合は、指定介護老人福祉施設のユニ

ット数と介護予防短期入所生活介護事業所のユニット数を合算した上で、

夜勤職員の配置数を算定すること。例えば、３ユニットの指定介護老人福

祉施設に、１ユニットの介護予防短期入所生活介護事業所が併設されてい

る場合は、２のユニットごとに夜勤職員を１人以上配置することが必要で

あることから、必要な夜勤職員数は２人であること。 

また、ユニット型とユニット型以外が併設されている場合は、利用者の

処遇に支障がなく（災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる等）、

夜勤職員１人あたりの指定介護老人福祉施設の入所者数と介護予防短期入

所生活介護事業所の利用者数の合計が20人以下である場合には、指定介護

老人福祉施設と介護予防短期入所生活介護事業所の夜勤職員の兼務が認め

られるものであること。例えば、３ユニットで入居者数29人のユニット型

指定介護老人福祉施設に、利用者数３人の多床室の介護予防短期入所生活

介護事業所が併設されている場合は、必要な夜勤職員数は２人であること。 

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数

の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行

う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数とな

ること。 

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設とし

て必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、介護予防短期入

所生活介護（短期入所生活介護事業を併せて指定されている場合を含む。以

下この項において同じ。）の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職

員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する介護予防短期入

所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、
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指定介護老人福祉施設の入所者数が50人、併設する介護予防短期入所生活介

護の利用者が10人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護

職員の数は、入所者50人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で２人以上

となり、当該介護予防短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置

は義務ではない。 

(４) 特別養護老人ホームの空床利用について 

① 所定単位数の算定（配置すべき職員数の算定）並びに定員超過利用、人員

基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の減算は、常に本体施設で

ある特別養護老人ホームと一体的に行われるものであること。 

② 注12により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、本体施設で

ある特別養護老人ホームについて行われていれば、介護予防短期入所生活介

護については行う必要がないこと。 

(５) 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、常勤換算方法で１名以

上配置する必要があるが、共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける

障害福祉制度における指定短期入所事業所（本体施設が障害者支援施設であ

る併設事業所及び空床利用型事業所に限る。以下この号において同じ。）に

配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合に

は、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場

合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との

交流会など）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参

加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動

（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が

事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地

域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型介護予防短期入所生活介護の指定を受ける指定

短期入所事業所においてのみ算定することができるものであること。 

(６) 生活機能向上連携加算について 
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① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未

満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存

在しないものに限る。以下この(６)において同じ。）の理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士又は医師（以下この(６)において「理学療法士等」と

いう。）の助言に基づき、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の機

能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下

「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメント、利用者の身体

の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、

理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の

工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若

しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医

療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定介護予防訪問リハビリテー

ション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリ

テーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者の

ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及び

ＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況につ

いて、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供

施設の場において把握し、又は、指定介護予防短期入所生活介護事業所の

機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて

把握した上で、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導

員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用い

る場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の

状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓練
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指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等

の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族

の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定する

こととし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定

するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別

機能訓練計画に相当する内容を介護予防短期入所生活介護計画の中に記載

する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることがで

きるものとすること。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目

的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の

状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ

て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士

等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個

別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利

用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対し

て個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明してい

ること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委

員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等に対応していること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ご
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とに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であ

るようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練

を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基

づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは

可能であるが、利用者の急性憎悪等により個別機能訓練計画を見直した場

合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の

翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定介護予防短

期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同し

て、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行ってい

ること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上

の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若

しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医

療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ

て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士

等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定介護予防短期入所生活介護事

業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等に

ついて評価した上で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対し

て個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録
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するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場

合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

(７) ユニットにおける職員に係る減算について 

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場

合の減算については、ある月（暦月）において基準に満たない状況が発生した

場合に、その翌々月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入

所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、翌月の末日

において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

(８) 機能訓練指導員の加算について 

注６の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する常勤

の機能訓練指導員が配置されることがその要件であることから、併設の通所介

護事業所の機能訓練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員で

あったとしても加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利

用者数（指定介護老人福祉施設に併設される介護予防短期入所生活介護事業所

又は空床利用型の介護予防短期入所生活介護事業所においてはその本体施設の

入所者数を含む。）が100人を超える場合であって、別に専ら当該業務に従事

する常勤の機能訓練指導員が配置されているときは、その他の機能訓練指導員

については、「常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上」という基準

を満たす限りにおいて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差

し支えないこと。例えば、入所者数100人の指定介護老人福祉施設に併設され

る利用者数20人の介護予防短期入所生活介護事業所において、２人の常勤の機

能訓練指導員がいて、そのうちの１人が指定介護老人福祉施設及び介護予防短

期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合にあっては、も

う１人の機能訓練指導員は、勤務時間の５分の１だけ指定介護老人福祉施設及

び介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他

の時間は併設の通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、介

護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能

訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。 

(９) 個別機能訓練加算について 
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① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びき

ゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置し

た事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）（以

下(９)において「理学療法士等」という。）が個別機能訓練計画に基づき、

介護予防短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対

して、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）について

算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事す

る理学療法士等を１名以上配置して行うものであること。この場合において、

例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、

その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当

該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜

日はあらかじめ定められ、利用者、介護予防支援事業者や地域包括支援セン

ターに周知されている必要がある。なお、介護予防短期入所生活介護事業所

の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当

該職務の時間は、介護予防短期入所生活介護事業所における看護職員として

の人員基準の算定に含めない。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、

生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同

して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能

訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、

実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防短期入所生活介護におい

ては、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防短期入所生活介護計画の

中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

④ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目

的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上

を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的
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として実施するものである。 

具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状

況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標（一人で

入浴が出来るようになりたい等）を設定のうえ、当該目標を達成するための

訓練を実施すること。 

⑤ ④の目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支

援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につな

がるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい

目標とすること。 

⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が

設定された５人程度以下の小集団（個別対応含む。）に対して機能訓練指導

員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的か

つ反復的な訓練とすること。実施時間については、個別機能訓練計画に定め

た訓練内容の実施に必要な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定するこ

と。 

また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、

計画的・継続的に行う必要があることから、おおむね週１回以上実施するこ

とを目安とする。 

⑦ 個別機能訓練を行う場合は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用

者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）を確認し、

多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後３

月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確

認した上で、利用者又はその家族（以下この⑦において「利用者等」とい

う。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説

明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価内容や目標の

達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・

相談し、必要に応じて利用者等の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対

応を行うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことが
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できるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用

者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当

たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑧ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者

ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能

であるようにすること。 

⑨ 注６の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個別機

能訓練加算に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加

算を算定できるが、この場合にあっては、注６の機能訓練指導員の加算に係

る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員と

して従事することはできず、別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の

配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心身機能への働きかけだけ

でなく、ＡＤＬ（食事、排泄、入浴等）やＩＡＤＬ（調理、洗濯、掃除等）

などの活動への働きかけや、役割の創出や社会参加の実現といった参加への

働きかけを行い、心身機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働

きかけるものである。なお、当該加算の目的・趣旨に沿った目標設定や実施

内容等の項目等については、別に通知するところによるものとする。 

(10) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、

妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護

予防短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支

援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、介

護予防短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本

加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算

定できるものとする。 

この際、介護予防短期入所生活介護ではなく、医療機関における対応が必

要であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情
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報提供を行うことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が

ある。 

③ 次に掲げる者が、直接、介護予防短期入所生活介護の利用を開始した場合

には、当該加算は算定できないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防短期

利用共同生活介護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。

また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事

項等を介護予防サービス計画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心

理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したもので

あるためであり、利用開始後８日目以降の介護予防短期入所共同生活介護の

利用の継続を妨げるものではないことに留意すること。 

(11) 若年性認知症利用者受入加算について 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、

当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

(12) 利用者に対して送迎を行う場合 

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認め

られる利用者に対して、指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者が当該

利用者の居宅と指定介護予防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合

は、片道につき加算の対象となる。 

(13) 療養食加算 

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用

者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、利用者等告

示に示された療養食が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行

う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。 

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する

食事箋に基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内
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容を有する治療食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除

く。）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食

をいうものであること。 

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

④ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱う

ことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加

算の対象とはならないこと。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食につい

ては、総量6.0ｇ未満の減塩食をいうこと。 

⑤ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び

胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいうこと。 

⑥ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術

前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手

術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が

認められること。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低

下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って

差し支えないこと。 

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビ

ン濃度が10ｇ／ｄｌ以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者である

こと。 

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋70％以上又はＢＭＩ（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ Ｉｎ

ｄｅｘ）が35以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて

取り扱うことができること。 

⑨ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検
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査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は「特別な場合の検

査食」として取り扱って差し支えないこと。 

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定

常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が140ｍｇ／ｄｌ以上である者又

はＨＤＬ―コレステロール値が40ｍｇ／ｄｌ未満若しくは血清中性脂肪値が

150ｍｇ／ｄｌ以上である者であること。 

(14) 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が１／２以上の算定方法は、

算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要介護者

を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直

近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的

に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の

５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長

通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介

護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ
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いて」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

⑥ 併設事業所及び特別養護老人ホームの空床利用について 

併設事業所であって本体施設と一体的に運営が行われている場合及び特別

養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入所生活介護を行う場合

の認知症専門ケア加算の算定は、本体施設である指定介護老人福祉施設と一

体的に行うものとすること。具体的には、本体施設の対象者の数と併設事業

所の対象者の数（特別養護老人ホームの空床を利用して指定介護予防短期入

所生活介護を行う場合にあっては、当該指定介護予防短期入所生活介護の対

象者の数）を合算した数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対

象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超

えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上の③又は⑤に規定す

る研修を修了した者を配置している場合に算定可能となる。 

(15) サービス提供体制強化加算について 

① ２(９)④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る常勤

換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当

たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除

く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

② 介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、

介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものと

する。 

(16) 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(10)を参照のこと。 

(17) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(11)を参照のこと。 

８ 介護予防短期入所療養介護費 

(１) 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準につ

いて 

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設の空きベッド
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を利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配置数

の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除

く。）・夜勤体制による所定単位数の減算及び認知症ケア加算については、

介護老人保健施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであるこ

と。したがって、緊急時施設療養費については、40号通知の６の(32)を準用

すること。また、注10により、施設基準及び夜勤職員の基準を満たす旨の届

出については、本体施設である介護老人保健施設について行われていれば、

介護予防短期入所療養介護については行う必要がないこと。 

また、平成27年度よりリハビリテーション機能強化加算を本体報酬に包括

化したことを踏まえ、以下の事項についてもあわせて留意すべきものである

こと。 

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護においては、実用

的な日常生活における諸活動の自立性の向上のために、利用者の状態に応

じ、利用者に必要な理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適時適切に提

供できる体制が整備されていること。 

ロ 理学療法又は作業療法については、実用歩行訓練・活動向上訓練・運動

療法等を組み合わせて利用者の状態に応じて行うことが必要であり、言語

聴覚療法については、失語症、構音障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障

害又は人工内耳埋込術後等の言語聴覚機能に障害を持つ利用者に対して言

語機能又は聴覚機能に係る活動向上訓練を行うことが必要である。 

当該訓練により向上させた諸活動の能力については、常に看護師等によ

り日常生活での実行状況に生かされるよう働きかけが行われることが必要

である。 

ハ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法は、利用者の実用的な在宅生活に

おける諸活動の自立性の向上のため、訓練の専用施設外においても訓練を

行うことができる。 

なお、言語聴覚療法を行う場合は、車椅子・歩行器・杖等を使用する患

者が容易に出入り可能であり、遮音等に配慮された部屋等を確保すること

が望ましい。 

ニ 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を行うに当たっては、医師、看護
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職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同してリハビリテーシ

ョン実施計画を作成し、これに基づいて行った個別リハビリテーションの

効果、実施方法等について評価等を行う。なお、介護予防短期入所療養介

護においては、リハビリテーション実施計画に相当する内容を介護予防短

期入所療養介護計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテ

ーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。 

ホ 医師等リハビリテーション従事者は、理学療法、作業療法又は言語聴覚

療法を行う場合は、開始時に利用者に対してリハビリテーション実施計画

の内容を説明し、記録する。 

ヘ リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は

利用者ごとに保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者によ

り閲覧が可能であるようにすること。 

② 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（ⅰ）若しくは（ⅲ）又はユニット型介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）若しくは経過的ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）を算定する介護老人保健施設におけ

る介護予防短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、適

用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれ

の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさな

くなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費（Ⅴ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設介護予防短期

入所療養介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期

入所療養介護費を算定することとなる。（ただし、翌月の末日において当

該施設基準を満たしている場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと 
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ハ 当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る施設基

準について 

ａ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ａの基

準における居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものである。

また、この基準において、算定日が属する月の前６月間における退所者

のうち、居宅において介護を受けることとなった者の占める割合につい

ては、以下の式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（（ⅱ）に掲げる数－（ⅲ）に掲げる数） 

（ⅰ） 算定日が属する月の前６月間における居宅への退所者で、

当該施設における入所期間が１月間を超えていた者の延数 

（ⅱ） 算定日が属する月の前６月間における退所者の延数 

（ⅲ） 算定日が属する月の前６月間における死亡した者の総数 

（ｂ） （ａ）において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に

入院し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者

については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。 

（ｃ） 退所後直ちに短期入所生活介護又は短期入所療養介護若しくは

小規模多機能型居宅介護の宿泊サービス等を利用する者は居宅への退

所者に含まない。 

（ｄ） （ａ）の分母（（ⅱ）に掲げる数－（ⅲ）に掲げる数）が零の

場合、算定日が属する月の前６月間における退所者のうち、居宅にお

いて介護を受けることとなった者の占める割合は零とする。 

ｂ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｂの基

準における、30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数に

ついては、短期入所療養介護の利用者を含まないものとする。また、平

均在所日数については、直近３月間の数値を用いて、以下の式により計

算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 当該施設における直近３月間の延入所者数 

（ⅱ） （当該施設における当該３月間の新規入所者の延数＋当該

施設における当該３月間の新規退所者数）÷２ 
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（ｂ） （ａ）において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の

者をいい、この他に、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死

亡した者を含むものである。 

（ｃ） （ａ）において新規入所者数とは、当該３月間に新たに当該施

設に入所した者（以下「新規入所者」という。）の数をいう。当該３

月以前から当該施設に入所していた者は、新規入所者数には算入しな

い。 

また、当該施設を退所後、当該施設に再入所した者は、新規入所者

として取り扱うが、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院

し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者につ

いては、新規入所者数には算入しない。 

（ｄ） （ａ）において新規退所者数とは、当該３月間に当該施設から

退所した者の数をいう。当該施設において死亡した者及び医療機関へ

退所した者は、新規退所者に含むものである。 

ただし、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、１週

間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、

新規退所者数には算入しない。 

ｃ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｃの基

準における、入所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる者の

入所予定日前30日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活するこ

とが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策

定及び診療方針の決定を行った者の占める割合については、以下の式に

より計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 算定日が属する月の前３月間における新規入所者のうち、

入所期間が１月以上であると見込まれる入所者であって、入所予

定日前30日以内又は入所後７日以内に当該者が退所後生活するこ

とが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計

画の策定及び診療方針の決定を行った者の延数 

（ⅱ） 算定日が属する月の前３月間における新規入所者の延数 
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（ｂ） （ａ）において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除

くものであり、（ａ）の（ⅰ）には、退所後に当該者の自宅ではなく、

他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、

当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所

を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者

を含む。 

（ｃ） （ａ）において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に

入院し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者

については、新規入所者数には算入しない。 

（ｄ） （ａ）において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問

し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を

行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後

生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収集するとと

もに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、入所者の意

向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、入所中に到達すべき

改善目標を定めるとともに当該目標に到達するために必要な事項につ

いて入所者及びその家族等に指導を行い、それらを踏まえ退所を目的

とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うことである。

また、指導日及び指導内容の要点については診療録等に記載すること。 

（ｅ） （ａ）の分母（（ⅱ）に掲げる数）が零の場合、入所期間が１

月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後７日以

内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を

目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の

占める割合は零とする。 

ｄ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｄの基

準における、新規退所者のうち、入所期間が１月を超えると見込まれる

者の退所前30日以内又は退所後30日以内に当該者が退所後生活すること

が見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療

養上の指導を行った者の占める割合については、以下の式により計算す
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ること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 算定日が属する月の前３月間における新規退所者のうち、

入所期間が１月以上の退所者であって、退所前30日以内又は退所

後30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪

問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行

った者の延数 

（ⅱ） 算定日が属する月の前３月間における居宅への新規退所者

の延数 

（ｂ） （ａ）において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除

くものであり、（ａ）には、退所後に当該者の自宅ではなく、他の社

会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社

会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くもの。）を訪問し、退所を目的

とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者を含む。 

（ｃ） （ａ）において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に

入院し、１週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者

については、当該入院期間は入所期間とみなすこととする。 

（ｄ） （ａ）において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、

支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、介

護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる居宅を

訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅療養に関する内容、②退所す

る者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行

う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の内

容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の介助方法の内容について

必要な情報を収集するとともに、必要な事項について入所者及びその

家族等に指導を行うことをいう。また、指導日及び指導内容の要点を

診療録等に記載すること。 

なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のための

訪問と施設基準第14号イ(１)（八）Ｃで規定する退所を目的とした施

設サービス計画の策定及び診療方針を決定するための訪問を同一日に



75 

行った場合には、ｄ（ａ）の（ⅰ）に掲げる数には含めない。 

（ｅ） （ａ）の分母（（ⅱ）に掲げる数）が零の場合、退所者のうち、

入所期間が１月を超えると見込まれる者の退所前30日以内又は退所後

30日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、

当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者の占

める割合は零とする。 

ｅ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｅの基

準については、当該施設において、算定日が属する月の前３月間に提供

実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期

入所療養介護の種類数を用いること。 

ただし、当該施設と同一敷地内又は隣接若しくは近接する敷地の病院、

診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、相互に職員の兼務

や施設の共用等が行われているものにおいて、算定日が属する月の前３

月間に提供実績のある訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ

ン及び短期入所療養介護の種類数を含むことができる。 

ｆ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｆの基

準における、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」とい

う。）の数を入所者の数で除した数に100を乗じた数については、以下の

式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数÷（ⅲ）に掲げる数×

（ⅳ）に掲げる数×100 

（ⅰ） 算定日が属する月の前３月間における理学療法士等の当該

介護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数 

（ⅱ） 理学療法士等が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間

における１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時

間を基本とする。） 

（ⅲ） 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

（ⅳ） 算定日が属する月の前３月間の日数 

（ｂ） （ａ）において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の
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者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を

含むものである。 

（ｃ） （ａ）において理学療法士等とは、当該介護老人保健施設の入

所者に対して主としてリハビリテーションを提供する業務に従事して

いる理学療法士等をいう。 

（ｄ） （ａ）の（ⅱ）において、当該３月間に勤務すべき時間数の算

出にあっては、常勤換算方法で用いる当該者の勤務すべき時間数を用

いることとし、例えば、１週間単位で勤務すべき時間数を規定してい

る場合には、１週間に勤務すべき時間数を７で除した数に当該３月間

の日数を乗じた数を用いることとする。なお、常勤換算方法と同様に、

１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とす

る。 

ｇ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｇの基

準において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除

した数に100を乗じた数については、以下の式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数÷（ⅲ）に掲げる数×

（ⅳ）に掲げる数×100 

（ⅰ） 算定日が属する月の前３月間において支援相談員が当該介

護保健施設サービスの提供に従事する勤務延時間数 

（ⅱ） 支援相談員が当該３月間に勤務すべき時間（当該３月間中

における１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時

間を基本とする。） 

（ⅲ） 算定日が属する月の前３月間における延入所者数 

（ⅳ） 算定日が属する月の前３月間の延日数 

（ｂ） （ａ）において入所者とは、毎日24時現在当該施設に入所中の

者をいい、当該施設に入所してその日のうちに退所又は死亡した者を

含むものである。 

（ｃ） （ａ）において支援相談員とは、保健医療及び社会福祉に関す

る相当な学識経験を有し、主として次に掲げるような入所者に対する

各種支援及び相談の業務を行う職員をいう。 



77 

① 入所者及び家族の処遇上の相談 

② レクリエーション等の計画、指導 

③ 市町村との連携 

④ ボランティアの指導 

ｈ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｈの基

準における、入所者のうち要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者

の占める割合については、以下の式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 算定日が属する月の前３月間における要介護４若しくは要

介護５に該当する入所者延日数 

（ⅱ） 当該施設における直近３月間の入所者延日数 

ｉ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｉの基

準における、入所者のうち、喀痰吸引が実施された者の占める割合につ

いては、以下の式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 当該施設における直近３月間の入所者ごとの喀痰吸引を実

施した延入所者数 

（ⅱ） 当該施設における直近３月間の延入所者数 

ｊ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(１)（八）Ｊの基

準における、入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合につ

いては、以下の式により計算すること。 

（ａ） （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 

（ⅰ） 当該施設における直近３月間の入所者ごとの経管栄養を実

施した延入所者数 

（ⅱ） 当該施設における直近３月間の延入所者数 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）について 

イ ８(１)②を準用する。 

ロ 「地域に貢献する活動」とは、以下の考え方によるものとする。 

（ａ） 地域との連携については、基準省令第35条において、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努め
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なければならないと定めているところであるが、当該基準においては、

自らの創意工夫によって更に地域に貢献する活動を行うこと。 

（ｂ） 当該活動は、地域住民への介護予防を含む健康教室、認知症カフ

ェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護老人保健施設の入所者等と

の交流に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであ

るよう努めること。 

（ｃ） 当該基準については、平成30年度に限り、平成31年度中に当該活

動を実施する場合を含むものとしているところであるが、各施設におい

て地域の実情に合わせた検討を行い、可能な限り早期から実施すること

が望ましいものであること。また、既に当該基準に適合する活動を実施

している介護老人保健施設においては、更に創意工夫を行うよう努める

ことが望ましい。 

④ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）若しくは（ⅳ）又はユニット型介護老人

保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）若しくは経過的ユニット型介護老人保健

施設介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）を算定する介護老人保健施設におけ

る介護予防短期入所療養介護について 

イ 所定単位数の算定区分について 

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、適

用すべき所定単位数の算定区分については、月の末日において、それぞれ

の算定区分に係る施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさな

くなった月の翌々月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費（Ⅴ）若しくは（ⅲ）、ユニット型介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入

所療養介護費（Ⅴ）若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費（Ⅴ）、介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費（Ⅳ）の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅴ）若しくは

（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
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（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費若しく

は経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定

することとなる。（ただし、翌月の末日において当該施設基準を満たして

いる場合を除く。） 

ロ 当該基本施設サービス費の算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 

ハ 当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る施設基

準について 

ａ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(２)（三）における

「地域に貢献する活動」とは、③ロを準用する。 

⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）について 

８(１)②から④を準用する。 

⑥ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくは介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型介護老人保健施設

介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）若しくはユニット型介護老人保健施設介

護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する介護老人保健施設（以下「介護

療養型老人保健施設」という。）における介護予防短期入所療養介護につい

て 

イ 所定単位数の算定区分について 

介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護について、

適用すべき所定単位数の算定区分については、それぞれの算定区分に係る

施設基準を満たさない場合は、当該施設基準を満たさなくなった事実が発

生した月の翌月に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設介護

予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費（Ⅴ）から（ⅳ）、ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所

療養介護費（Ⅰ）のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介

護費（Ⅴ）若しくは（ⅱ）又は経過的ユニット型介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費（Ⅴ）若しくは（ⅱ）、介護老人保健施設介護予防

短期入所療養介護費（Ⅳ）の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護

費（Ⅴ）若しくは（ⅱ）又はユニット型介護老人保健施設介護予防短期入

所療養介護費（Ⅳ）のユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養
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介護費若しくは経過的ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養

介護費を算定することとなる。 

ロ 介護療養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る施設

基準及び夜勤職員基準について 

ａ 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟又は当該診療所

の一般病床若しくは療養病床を平成18年７月１日から平成30年３月31日

までの間に転換を行って開設した介護老人保健施設であること。 

ｂ 施設基準第76号において準用する施設基準第14号イ(３)（二）の基準

については、算定月の前３月における割合が当該基準に適合しているこ

と。また、当該基準において、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重

篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者」とあるのは、

認知症高齢者の日常生活自立度のランクＭに該当する者をいうものであ

ること。 

ｃ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）又はユニット型

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）を算定する介護療

養型老人保健施設における介護予防短期入所療養介護については、夜勤

を行う看護職員の数は、利用者及び当該介護老人保健施設の入所者の合

計数を41で除して得た数以上とすること。 

また、夜勤を行う看護職員は、１日平均夜勤看護職員数とすることと

する。１日平均夜勤看護職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後10時か

ら翌日の午前５時までの時間を含めた連続する16時間をいう。）におけ

る延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによ

って算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。なお、夜勤職

員の減算方法については、40号通知の１(６)②により介護老人保健施設

の本体部分と一体的な取扱いが行われるものであるが、夜勤を行う看護

職員に係る１日平均夜勤看護職員数が以下のいずれかに該当する月にお

いては、当該規定にかかわらず、利用者及び当該介護療養型老人保健施

設の入所者の全員について、所定単位数が減算される。 
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（ａ） 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により

確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。 

（ｂ） 前月において１日平均夜勤看護職員数が、夜勤職員基準により

確保されるべき員数から１割を超えて不足していたこと。 

ｄ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）又はユニット型

介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）を算定する指定介

護予防短期入所療養介護事業所については、当該事業所の看護職員又は

病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜間看護

のオンコール体制を整備し、必要な場合には当該事業所からの緊急の呼

出に応じて出勤すること。なお、病院、診療所又は訪問看護ステーショ

ンと連携する場合にあっては、連携する病院、診療所又は訪問看護ステ

ーションをあらかじめ定めておくこととする。 

ハ 特別療養費について 

特別療養費は、利用者に対して、日常的に必要な医療行為を行った場合

等に算定できるものである。その内容については、別途通知するところに

よるものとする。 

ニ 療養体制維持特別加算について 

ａ 療養体制維持特別加算（Ⅰ）は、介護療養型老人保健施設の定員のう

ち、転換前に４：１の介護職員配置を施設基準上の要件とする介護療養

施設サービス費を算定する指定介護療養型医療施設又は医療保険の療養

病棟入院基本料１の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等

に届け出た病棟であったもの（平成22年４月１日以前に転換した場合に

あっては、医療保険の療養病棟入院基本料におけるいわゆる20：１配置

病棟であったもの）の占める割合が２分の１以上である場合に、転換前

の療養体制を維持しつつ、質の高いケアを提供するための介護職員の配

置を評価することとする。 

ｂ 療養体制維持特別加算（Ⅱ）にかかる施設基準第76号において準用す

る施設基準第18号ロ(２)の基準において、「著しい精神症状、周辺症状

又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志

疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者」と
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あるのは、認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅣ又はＭに該当する

者をいうものであること。 

(２) 夜勤職員配置加算について 

介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護の夜勤職員配置加算に

ついては、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、40号通知の

３の(２)を準用すること。 

(３) 総合医学管理加算 

① 本加算は、介護予防サービス計画において当該日に短期入所を利用するこ

とが計画されていない居宅要支援者に対して、介護予防サービス計画を担当

する介護予防支援事業所の介護支援専門員と連携し、利用者又は家族の同意

の上、治療管理を目的として、指定介護予防短期入所療養介護事業所により

介護予防短期入所療養介護が行われた場合に７日を限度として算定できる。 

利用にあたり、医療機関における対応が必要と判断される場合にあっては、

速やかに医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受けら

れるように取りはからう必要がある。 

② 利用にあたり、診断等に基づき、診療方針を定め、治療管理として投薬、

検査、注射、処置等を行うこと。 

③ 算定する場合にあっては、診療方針、診断名、診断を行った日、実施した

投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 

④ 利用終了日から７日以内に、利用者の主治の医師に対して、利用者の同意

を得て、診療状況を示す文書を交付すること。また、交付した文書の写しを

診療録に添付するとともに、主治の医師からの当該利用者に係る問合せに対

しては、懇切丁寧に対応するものとする。 

⑤ 主治の医師への文書の交付がない場合には、利用期間中を通じて、算定で

きなくなることに留意すること。ただし、利用者又はその家族の同意が得ら

れない場合は、この限りではない。 

⑥ 利用中に入院することとなった場合は、医療機関に診療状況を示す文書を

添えて必要な情報提供を行った場合に限り、入院した日を除いて算定できる。 

⑦ 緊急時施設療養費を算定した場合には、本加算は算定できないものである

こと。 
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(４) 個別リハビリテーション実施加算について 

当該加算は、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共

同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリ

テーション計画に基づき、個別リハビリテーションを20分以上実施した場合に

算定するものである。 

(５) 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護 

療養病床（医療法等の一部を改正する法律（平成12年法律第141号）附則第

２条第３項第５号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。）を有

する病院、病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院にお

ける介護予防短期入所療養介護 

イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われ

るもの（以下「介護保険適用病床」という。）における介護予防短期入所療

養介護については、所定単位数の算定（職員の配置数の算定）並びに定員超

過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、

本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、40号通知の７の(１)、

(３)から(７)まで、(９)及び(14)を準用すること。この場合、40号通知の７

の(９)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」

と読み替えるものとする。 

ロ 医療保険適用病床における介護予防短期入所療養介護についても、夜勤体

制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険適用

病床における介護予防短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。ま

た、適用すべき所定単位数（人員配置）については、人員配置の算定上、配

置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定

単位数を適用することとする。例えば、60床の病棟で、看護職員が12人、介

護職員が13人配置されていて、診療報酬上、看護職員５：１（12人以上）、

介護職員５：１（12人以上）の点数を算定している場合については、看護職

員のうち２人を介護職員とみなすことにより、介護予防短期入所療養介護に

ついては看護職員６：１（10人以上）、介護職員４：１（15人以上）に応じ

た所定単位数が適用されるものであること。なお、40号通知の７の(１)、

(３)から(７)まで、(９)及び(13)は、医療保険適用病床の介護予防短期入所
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療養介護についても準用する。この場合、40号通知の７の(９)の準用に際し

ては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものと

する。 

ハ 医師は、介護予防短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、そ

の旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険における診

療録と分ける必要はないが、介護予防短期入所療養介護に係る記載部分に下

線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。また、診療

録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要

支援状態区分及び要支援認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取

扱いについては、介護保険の介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー

ション、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防通所リハビリテーションに

ついても同様であること。なお、当該医療機関において、当該利用者に対し

て基本的に介護予防短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の

記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、 40号通知の７の

(２)を準用するものとする。 

ニ 病院である介護予防短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単

位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第18号ロ(２)において規定し

ているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。 

ａ 看護職員又は介護職員の員数が介護予防サービス基準に定める員数を満

たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養病床介護予防

短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養病床経過型介護予防短期入所療養

介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介

護費、ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認

知症疾患型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、

認知症疾患型経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型認知

症疾患型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位

数に100分の70を乗じて得た単位数が算定される。 

ｂ 介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数

については介護予防サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の員数

の看護職員の必要数に対する割合（以下「正看比率」という。）が２割未
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満である場合は、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病

院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット

型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経

過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）、認知症疾患型経過型介護予防短

期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分の90を乗じて得た単

位数が算定される。 

ｃ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準

並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域

（平成12年厚生省告示第28号）各号に掲げる地域（以下次のｄ及び７の

(８)において「僻地」という。）に所在する病院であって、介護予防短期

入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については介護予

防サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も２割以上であるが、医

師の員数が介護予防サービス基準に定める員数の６割未満であるもの（医

師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。）において

は、各類型の介護予防短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置

に応じた所定単位数から12単位を控除して得た単位数が算定される。 

ｄ 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に

届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、介護予防短期

入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については介護予

防サービス基準に定める員数を満たしている（正看比率は問わない）が、

医師の員数が介護予防サービス基準に定める員数の６割未満であるものに

おいては、病院療養病床介護予防短期入所療養介護費の（Ⅲ）、病院療養

病床経過型介護予防短期入所療養介護費の（Ⅱ）若しくはユニット型病院

療養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型介

護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費

の（Ⅰ）、（Ⅳ）若しくは（Ⅴ）若しくは認知症疾患型経過型介護予防短

期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型介護予防短期入所療養

介護費の（Ⅰ）若しくは（Ⅱ）の所定単位数に100分の90を乗じて得た単
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位数が算定される。 

ｅ なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適

用される場合は、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第49条の規

定が適用される病院に係る減算は適用されない。 

ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとすること。 

ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護（Ⅰ）

から（Ⅲ）までを算定するための届出については、本体施設である介護療養

型医療施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護については

行う必要がないこと。 

ト 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費若しくはユニット型病院

療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過型介護予

防短期入所療養介護費については、平成24年３月31日において、当該介護予

防短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できるものである。 

（５－１） 介護医療院における介護予防短期入所療養介護 

① 介護医療院介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ この場合の介護予防短期入所療養介護には、介護医療院の空きベッドを

利用して行われるものであることから、所定単位数の算定（職員の配置数

の算定）、定員超過利用・人員基準欠如（介護支援専門員に係るものを除

く。）・夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算について

は、介護医療院の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであり、

40号通知の８の(１)、(３)から(７)まで、(９)及び(14)を準用すること。 

ロ 特別診療費については、別途通知するところによるものとすること。 

ハ  施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護

（Ⅰ）から（Ⅳ）までを算定するための届出については、本体施設である

介護療養型医療施設について行われていれば、介護予防短期入所療養介護

については行う必要がないこと。 

(６) 指定介護予防短期入所療養介護費を算定するための基準について 

イ 指定介護予防短期入所療養介護費は、施設基準第77号に規定する基準に従

い、以下の通り、算定すること。 

ａ 施設基準第77号において準用する第15号イに規定する指定介護予防短期
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入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養

室又は病室（以下「療養室等」という。）（定員が１人のものに限る。）

（「従来型個室」という。）の利用者に対して行われるものであること。 

ｂ 施設基準第77号において準用する第15号ロに規定する指定介護予防短期

入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニットに属さない療養

室等（定員が２人以上のものに限る。）（「多床室」という。）の利用者

に対して行われるものであること。 

ｃ 施設基準第77号において準用する第15号ハに規定する指定介護予防短期

入所療養介護費 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する療養室

等（介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平

成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。）第41条

第２項第１号イ(３)、（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準（平成30年厚労省令第５号。以下「介護医療院基準」という。）

第45条第２項第１号イ(３)又は健康保険法等の一部を改正する法律（平成

18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準（平成11年厚生省令第41号。以下「指定介護療養型医療施設基準」と

いう。）第39条第２項第１号イ(３)、第40条第２項第１号イ(３)若しくは

第41条第２項第１号イ(３)（指定介護予防サービス基準附則第４条第１項

又は第６条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満た

すものに限る。）（「ユニット型個室」という。）の利用者に対して行わ

れるものであること。 

ｄ 施設基準第77号において準用する第15号ニに規定する指定介護予防短期

入所療養介護費 介護予防短期入所療養介護が、ユニットに属する療養室

等（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省

令」という。）による改正前の介護老人保健施設基準第41条第２項第１号

イ(３)（ⅱ）、令和３年改正省令による改正前の介護医療院基準第45条第

２項第１号イ(３)（ⅱ）又は令和３年改正省令による改正前の指定介護療

養型医療施設基準第39条第２項第１号イ(３)（ⅱ）、第40条第２項第１号



88 

イ(３)（ⅱ）若しくは第41条第２項第１号イ(３)（ⅱ）を満たすものに限

るものとし、介護老人保健施設基準第41条第２項第１号イ(３)、介護医療

院基準第45条第２項第１号イ(３)又は指定介護療養型医療施設基準第39条

第２項第１号イ(３)、第40条第２項第１号イ(３)若しくは第41条第２項第

１号イ(３)（指定介護予防サービス基準附則第４条第１項又は第６条第１

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除

く。）の利用者に対して行われるものであること。 

ロ ユニットに属する療養室等であって、各類型の介護予防短期入所療養介護

費の注１による届出がなされているものについては、ユニット型介護老人保

健施設介護予防短期入所療養介護費、ユニット型介護医療院介護予防短期入

所療養介護費、ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費、ユニ

ット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費、ユニット型診療所

療養病床介護予防短期入所療養介護費又はユニット型認知症疾患型介護予防

短期入所療養介護費を算定するものとすること。 

(７) ユニットにおける職員に係る減算について 

７の(７)を準用する。 

(８) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

７の(10)を準用する。 

(９) 若年性認知症利用者受入加算について 

７の(11)を準用する。 

(10) 療養食加算について 

７の(13)を準用する。 

(11) 認知症専門ケア加算について 

７の(14)①から⑤を準用する。 

(12)  サービス提供体制強化加算について 

① ２(９)④から⑧までを参照のこと。なお、この場合の介護職員に係る常勤

換算にあっては、利用者・入所者への介護業務（計画作成等介護を行うに当

たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除

く。）に従事している時間について行っても差し支えない。 

② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職
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員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士として勤務を行う職

員を指すものとする。 

(13) 介護職員処遇改善加算の取扱い 

２(10)を参照のこと。 

(14) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(11)を参照のこと。 

９ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

(１) 他の介護予防サービスの利用について 

① 介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介護予防サー

ビスの利用については、介護予防特定施設入居者生活介護費を算定した月に

おいて、当該介護予防サービスに係る介護給付費（介護予防居宅療養管理指

導費を除く。）は算定しないものであること（外泊の期間中を除く。）。た

だし、介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事

業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービスを利

用させることは差し支えないものであること。例えば、入居している月の当

初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き入居しているにも

関わらず、月の途中から介護予防特定施設入居者生活介護に代えて介護予防

サービスを算定するようなサービス利用は、介護予防サービスの支給限度基

準額を設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期

間中は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。 

② 当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サービス（介護予防特

定施設入居者生活介護の一環として行われるもの）の業務の一部を、当該介

護予防特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合（例

えば、機能訓練を外部の理学療法士等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師

（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練

指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者

に限る。）をいう。以下９において同じ。）に委託している場合等。）には、

当該事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、
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その利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、

当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。 

(２) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費について 

① 報酬の算定及び支払方法について 

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、基本サービス部分（当該

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防

特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相当する

部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以

下「受託介護予防サービス事業者」という。）が提供する介護予防サービス部分）か

らなり、イ及びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介護の１単

位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護事業者に支払われる。 

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない場合の介護報酬の減算は、

イの基本サービス部分についてのみ適用されることとなる。 

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者においては、

介護予防サービス基準上、看護職員の配置は義務付けられていない。 

イ 基本サービス部分は１日につき56単位とする。 

ロ 各サービス部分については、介護予防特定施設サービス計画に基づき受託介護予

防サービス事業者が各利用者に提供したサービスの実績に応じて算定される。また、

各サービス部分の対象サービス及び単位数については、厚生労働大臣が定める外部サ

ービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入

居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数

（平成18年厚生労働省告示第165号）の定めるところにより、当該告示で定める単位

数を上限として算定する。なお、当該告示に定める各サービスの報酬に係る算定方法

については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成11年厚生

省告示第19号）に定める各サービスの報酬に係る算定方法と同趣旨となるが、次の点

については取扱が大きく異なるので、留意されたい。 

ａ 訪問介護について 

介護福祉士又は介護職員初任者研修課程修了者によるサービス提供に限り、算定する

こと。 
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ｂ 訪問看護について 

保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士によるサービス提供

に限り算定すること。 

② 受託居宅サービス事業者への委託料について 

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が受託介護予防サー

ビス事業者に支払う委託料は、個々の委託契約に基づくものである。 

③ 障害者等支援加算について 

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下の障害等を持つ者を指す

ものである。 

イ 「療育手帳制度について」（昭和49年９月27日付厚生省発児第156号厚生事務次

官通知）第５の２の規定により療育手帳の交付を受けた者 

ロ 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

ハ 医師により、イ又はロと同等の症状を有するものと診断された者 

(３) 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合で

はなく、指定介護予防サービス基準第239条第２項の記録（同条第１項に規定する身

体拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第６項に規定する措置を講

じていない場合に、入居者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的

には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を

３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していな

い又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改

善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月

から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算

することとする。 

(４) 生活機能向上連携加算について 

７の(６)を準用する。 

(５) 個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他
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の職種の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下

「個別機能訓練」という。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能

訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を１名以上配置して

行うものであること。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活

相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とす

る個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法

等について評価等を行う。なお、介護予防特定施設入居者生活介護においては、個別

機能訓練計画に相当する内容を介護予防特定施設サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して

個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。利用者に対する説明は、テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置等の活

用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに

保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるように

すること。 

⑥ 厚生労働省への情報の提出については、「科学的介護情報システム（Ｌｏｎｇ－

ｔｅｒｍ ｃａｒｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ Ｆｏｒ Ｅｖｉｄｅ

ｎｃｅ）」（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提

出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月

16日老老発0316第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活

用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づ

く個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果
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を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサ

イクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

(６) 若年性認知症入居者受入加算について 

７の(11)を準用する。 

(７) 医療機関連携加算について 

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号において「協力医療機

関等」という。）に情報を提供した日（以下この号において「情報提供日」とい

う。）前30日以内において、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生

活介護を算定した日が14日未満である場合には、算定できないものとする。 

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予防特定施設入居者生

活介護事業者と協力医療機関等で、情報提供の期間及び利用者の健康の状況の著しい

変化の有無等の提供する情報の内容について定めておくこと。なお、必要に応じてこ

れら以外の情報を提供することを妨げるものではない。 

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、指定介

護予防サービス基準第249条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録す

ること。 

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含む。）又は

電子メールにより行うことも可能とするが、協力医療機関等に情報を提供した場合に

おいては、協力医療機関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる

方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の利用者の情報を同時に

提供した場合には、一括して受領の確認を得ても差し支えない。 

面談による場合について、当該面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。なお、テレビ電話装置等の活用にあっては、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

(８) 口腔衛生管理体制加算について 
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① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業所における利用者の口腔

内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口

腔ケアに伴うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケアの実施にあた

り必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうもの

であって、個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではない。 

また、「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」は、テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。なお、テレビ電話装置等の活用にあっては、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載するこ

と。 

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該事業所における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導

を歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属す

る月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに

係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技

術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時

間以外の時間帯に行うこと。 

(９) 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔スクリーニング及び栄養スクリ

ーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留

意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者につい
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て、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供す

ること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施に

ついて」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する

基本チェックリストの№11の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

(10) 科学的介護推進体制加算について 

６の(12)を準用する。 

(11) 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する

入居者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施

について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）、「認知

症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年３月31日老計第0331007

号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症

看護に係る適切な研修を指すものとする。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業
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の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定す

る「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

(12) サービス提供体制強化加算について 

① ２の(９)④から⑧までを準用する。 

② 指定特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者

に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員とし

て勤務を行う職員を指すものとする。 

③ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向上に資する取組について

は、サービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に

行う取組を指すものとする。 

（例） 

・ ＬＩＦＥ（Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｃａｒｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｙｓｔ

ｅｍ Ｆｏｒ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ）を活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・ 高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労

務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを

使用しない方針を立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォロ

ーアップや職員間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に

向けて継続的に取り組むものでなければならない。 

(13) 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(10)を参照のこと。 

(14) 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２(11)を参照のこと。 

10 介護予防福祉用具貸与費 

(１) 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以下のとお

りである。 

① 交通費の算出方法について 

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域において指定介護予防福祉用具
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貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃

等に階級がある場合は、最も安価な階級）による交通費とすることを基本として、実

費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、

陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬し

た場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利用者に貸与して同時に

運搬若しくは移動を行う場合又は１度に複数の利用者に係る介護予防福祉用具貸与の

ための運搬又は移動を行う場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出する

ものとする。 

② 交通費の価格体系の設定等について 

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじめ

利用者の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載しておくものとす

る。 

なお、指定介護予防福祉用具貸与事業者は、運営規程に記載した交通費の額及びその

算出方法を指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって利用者に説明するとともに、

当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用を証明できる書類（領収書等）を

保管し、利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する記録として保存す

るものとする。 

③ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防福祉用具

貸与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度に

ついて 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる

福祉用具の貸与に要する費用の合計額の100分の100に相当する額を限度として加算で

きるものとする。 

この場合において、交通費の額が当該100分の100に相当する額に満たないときは、当

該交通費を合理的な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確に

するものとする。 

④ 注２に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大

臣が定める施設基準に適合する指定介護予防福祉用具貸与事業所が複数の福祉用具を

同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる
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福祉用具の貸与に要する費用の合計額の３分の２に相当する額を限度として加算でき

るものとする。 

この場合において、交通費の額が当該３分の２に相当する額に満たないときは、当該

交通費を合理的な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にす

るものとする。 

なお、実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいう

ものとし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。）については、直近の３月における１月当たりの平均実利用者数を

用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者について

は、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数については、毎月

ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合については、直ちに第１の５の

届出を提出しなければならない。また、当該加算を算定する事業所は、その旨につい

て利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 

⑤ 注３に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、

通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した

場合の加算限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる

福祉用具の貸与に要する費用の合計額の３分の１に相当する額を限度として加算でき

るものとする。 

この場合において、交通費の額が当該３分の１に相当する額に満たないときは、当該

交通費を合理的な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にす

るものとする。なお、当該加算を算定する利用者については、指定介護予防サービス

基準第269条第３項第１号に規定する交通費の支払いを受けることはできないことと

する。 

(２) 要支援１又は要支援２の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費 

① 算定の可否の判断基準 

要支援１又は要支援２の者（以下(２)において「軽度者」という。）に係る指定介護

予防福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、

「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体

位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト（つり具の部分を除
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く。）」及び「自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除

く。）」（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則として算定できない。 

しかしながら利用者等告示第88号において準用する第31号のイで定める状態像に該当

する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外

種目について指定介護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、

次のとおりとする。 

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方

法」（平成11年厚生省告示第91号）別表第１の調査票のうち基本調査の直近の結果

（以下単に「基本調査の結果」という。）を用い、その要否を判断するものとする。 

イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる

者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」について

は、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相

談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者

会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定介護予防支援事業者が判断するこ

ととなる。なお、この判断の見直しについては、介護予防サービス計画に記載された

必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。 

ウ また、アにかかわらず、次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨が医師の

医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマ

ネジメントにより介護予防福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合に

あっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、

その要否を判断することができる。この場合において、当該医師の医学的な所見につ

いては、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当職員が聴取した介護

予防サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。 

ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、

頻繁に利用者等告示第88号において準用する第31号のイに該当する者 

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに95号告示第79号

において準用する第25号のイに該当することが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学
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的判断から利用者等告示第88号において準用する第31号のイに該当すると判断できる

者 

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性

肺炎の回避） 

注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあるもの

を例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ）～ⅲ）の

状態であると判断される場合もありうる。 

② 基本調査結果による判断の方法 

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る介護予防福

祉用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」のイ

への該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める方法によ

る。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せて保存しなけれ

ばならない。 

ア 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者の「要介護認定

等基準時間の推計の方法」別表第１の認定調査票について必要な部分（実施日時、調

査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度

者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）の内容が

確認できる文書を入手することによること。 

イ 当該軽度者に担当の指定介護予防支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度

者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 

11 介護予防支援 

(１) 初回加算 

予防給付における初回加算の算定に当たっては、新規に介護予防サービス計画を作成

する場合に算定されることとなっている。 

(２) 委託連携加算 

当該加算は、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する指定介護予防支援を指定居

宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11

年厚生省令第38号）第２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同

じ。）に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に

提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力
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した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度と

して所定単位数を算定する。なお、当該委託にあたっては、当該加算を勘案した委託

費の設定を行うこと。 

表 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者

のイに該当する基本調査

の結果 

ア 車いす及び

車いす付属品 

次のいずれかに該当する者  

（一） 日常生活に起き上がりが困難なもの 基本調査１―７ 

「３．できない」 

（二） 日常生活範囲における移動の支援が

特に必要と認められる者 

― 

イ 特殊寝台及

び特殊寝台付属

品 

次のいずれかに該当する者  

（一） 日常的に起きあがりが困難な者 基本調査１―４ 

「３．できない」 

（二） 日常的に寝返りが困難な者 基本調査１―３ 

「３．できない」 

ウ 床ずれ防止

用具及び体位変

換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査１―３ 

「３．できない」 

エ 認知症老人

徘徊感知機器 

次のいずれにも該当する者  

（一） 意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある者 

基本調査３―１ 

「１．調査対象者が意思

を他者に伝達できる」以

外 

又は 

基本調査３―２～基本調

査３―７のいずれか

「２．できない」 

又は 
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基本調査３―８～基本調

査４―15のいずれか

「１．ない」以外その

他、主治意見書におい

て、認知症の症状がある

旨が記載されている場合

も含む 

（二） 移動において全介助を必要としない

者 

基本調査２―２ 

「４．全介助」以外 

オ 移動用リフ

ト（つり具の部

分を除く。） 

次のいずれかに該当する者  

（一） 日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査１―８ 

「３．できない」 

（二） 移乗が一部介助又は全介助を必要と

する者 

基本調査２―１ 

「３．一部介助」又は 

「４．全介助」 

（三） 生活環境において段差の解消が必要

と認められる者 

― 

カ 自動排泄処

理装置 

 

次のいずれにも該当する者  

（一） 排便が全介助を必要とする者 基本調査２―６ 

「４．全介助」 

（二） 移乗が全介助を必要とする者 基本調査２―１ 

「４．全介助」 
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別紙様式１ 
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別紙様式２ 
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別紙様式３ 

 


